
淡路市ホームページバナー広告掲載取扱基準  
（趣旨）  

第１条  この基準は、淡路市ホームページのデザイン及び利用者の利便性を保持

するため、淡路市ホームページ広告取扱要領（平成１９年淡路市告示第６号）

第４条第２項に規定する広告表現に関する基準として定めるものとする。  
（禁止表現）  

第２条  次に掲げる表現を含んだホームページ広告（バナー広告）は、利用者の

意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、

禁止とする。  
(１ ) 「×」、「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン  
(２ ) アラートマーク（「警告」、「注意」等のあたかも警告を発しているかのよ

うな誤解を与えるものをいう。）  
(３ ) ラ ジ オ ボ タ ン （ あ た か も 選 択 が 可 能 で あ る か の よ う な 誤 解 を 与 え る も の

をいう。）  
(４ ) テ キ ス ト ボ ッ ク ス （ あ た か も 入 力 可 能 な 領 域 が あ る か の よ う な 誤 解 を 与

えるものをいう。）  
(５ ) プ ル ダ ウ ン メ ニ ュ ー （ あ た か も 下 に 選 択 肢 が あ る か の よ う な 誤 解 を 与 え

るものをいう。）  
(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 入 力 等 の 何 ら か の 操 作 が 可 能 で あ る か の よ

うな誤解をさせるおそれがあるもの  
（淡路市ホームページとの区別）  

第３条  次に掲げる表現については、利用者が淡路市ホームページの一部である

かのように混同するおそれがあるため、禁止とする。  
(１ ) 淡路市ホームページと類似する色調又は字体を使用するもの  
(２ ) 利用者が淡路市の事業であると誤解を与えるおそれがあるもの  
（色調）  

第４条  文字色と背景色の明度差は十分に取り、背景に模様のある画像、写真等

を使用する場合は、文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう

配慮しなければならない。  
（解像度）  

第５条  文字、イラスト等の解像度については、適正な処理を行い、鮮明に見え

るようにしなければならない。  
附  則  

この基準は、平成１９年１月１８日から施行する。  


